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（改正前）

法律上は、時間外労働に上限なし

（行政指導のみ）。

１年間＝12か月

残業時間
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

上限なし

年間６か月まで

大臣告示による上限
（行政指導）

（改正後）

法律で時間外労働の上限を定め、これ
を超える時間外労働はできなくなる。

１年間＝12か月

年間６か月まで

残業時間(原則)
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法律による上限(原則)

法律による上限(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む

◆時間外労働の上限規制
時間外労働の上限を法律で罰則付きで規制

時間外労働の上限を法律で規制することは、71年前（1947年）に制定された労働基準法において初めての大改革。
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◎残業時間の上限は、原則として
月４５時間・年３６０時間とし、
臨時的な特別の事情がなければこ
れを超えることはできません。
（月４５時間は、１日当たり２時
間程度の残業に相当します。）

◎臨時的な特別の事情があって労
使が合意する場合でも、
・年７２０時間以内
・複数月平均８０時間
（休日労働を含む）

・月１００時間未満
（休日労働を含む）

を超えることはできません。
（月８０時間は、１日当たり４時
間程度の残業に相当します。）
また、原則である月４５時間を

超えることができるのは年間６か
月までです。



自動車運転の業務
改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、適用後の上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一般則の適用につ
いては引き続き検討します。）

建設事業

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均８０時間以
内・１か月１００時間未満の要件は適用しません。この点についても、将来的な
一般則の適用について引き続き検討します。）。

医師

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、具体的な上限時間等については、医療界の参加による検討の場におい
て、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ること
としています。）

鹿児島県及び沖縄県に
おける砂糖製造業

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。

新技術・新商品等の研
究開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、
時間外労働の上限規制は適用しません。
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指
導を受けさせなければならないこととします。

一部の事業・業種には上限規制の適用を猶予または除外
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１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（現在） （改正後）

月60時間超の残業割増賃金率大企業、中
小企業ともに５０％
※中小企業の割増賃金率を引上げ

月60時間超の残業割増賃金率大企業は ５０％

中小企業は ２５％

◆中小企業の月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引き上げ（猶予廃止）

中小企業に適用が猶予されていた月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引き上げ（25%→50%）について、
平成35年４月より猶予を廃止し、50%以上の割増賃金率の支払いを義務づけ。
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そもそも、①の希望申出がしにくい
という状況がありました。

我が国の年休取得率：49.4%

（平成29年就労条件総合調査）

◆年次有給休暇の時季指定義務
年５日の年次有給休暇を取得させることを企業に義務づけ

労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に休
みます」

労働者が使用者に
取得時季を申出

使用者の時季指定による取得（新設）

使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

｢○月×日に休んで
ください」

労働者 使用者

４/１
入社

１０/１ ４/１

10日付与
（基準日）

１０/１～翌９/３０までの１年間に５日
取得時季を指定しなければならない。

９/３０

（例）４/１入社
の場合

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、そのうちの年５日について使用者
が時季を指定して取得させることを義務づけ。
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◆フレックスタイム制の見直し
フレックスタイム制の清算期間の上限を１か月から３か月に延長

○フレックスタイム制の清算期間の上限を１か月から３か月に延長し、柔軟な働き方を可能とする。
○ただし、特定月に業務が過度に集中することを防ぐため、各月で週平均50時間を超えた場合は、その月ごとに
超えた時間に対する割増賃金の支払いを必要とする。

（改正前）

清算期間の上限：１か月

法定労働時間

１か月目

労働時間

２か月目 ３か月目

１か月単位で清算するため、
この分の割増賃金を支払う
必要あり

所定労働時間に満た
ない場合、欠勤扱い

法定労働時間

１か月目

労働時間

２か月目 ３か月目

３か月単位で清算するため、
この分の割増賃金の支払い
は不要

１か月目に働いた時間と
相殺するため、欠勤扱い
にならない

（改正後）

清算期間の上限：３か月

例えば、「６・７・８月の３か月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が８月の労働時間を短くす
ることで、夏休み中の子どもと過ごす時間を確保しやすくなるといったメリットがある。
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◆勤務間インターバル制度（労働時間等設定改善法の改正）
勤務間インターバル制度の普及促進を図るため、制度の導入を努力義務化

１日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間（インターバル）を確保
する仕組み

所定労働時間 残業 休息時間（11時間）

８時

【 例：11時間の休息時間を確保するために始業時刻を後ろ倒しにする場合 】

17時 23時 ８時 10時21時

所定労働時間 残業 休息時間（11時間）

勤務終了

「勤務間インターバル」制度とは？

この仕組みを企業の努力義務とすることで、働く方々の十分な生活時間や
睡眠時間を確保

始業 終業

始業

始業

勤務終了始業 終業
始業時刻を
後ろ倒しに

※「８時～１０時」までを「働いたもの
とみなす」方法などもある。
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「高度の専門的知識等を必要とする」とともに「従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる」
という性質の範囲内で、具体的には省令で規定

金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務（企業・市場等の高度な分析業務）、コンサルタントの業務（事
業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務）、研究開発業務等を想定

１．対象業務

書面等による合意に基づき職務の範囲が明確に定められている労働者

「１年間に支払われると見込まれる賃金の額が、『平均給与額』の３倍を相当程度上回る」水準として、省令で規定される

額（1075万円を参考に検討）以上である労働者

２．対象労働者

使用者は、客観的な方法等により在社時間等の時間である「健康管理時間」を把握

年間１０４日の休日確保措置を義務化。加えて、①インターバル措置（終業時刻から始業時刻までの間に一定時間以上を
確保する措置）、②１月又は３月の健康管理時間の上限措置、③２週間連続の休日、④臨時の健康診断のいずれかの措
置の実施を義務化。

この他、省令で定める事項のうちから労使で定めた措置を実施
併せて、健康管理時間が一定時間を超えた者に対して、医師による面接指導を実施

３．健康管理時間に基づく健康確保措置等

職務記述書等に署名等する形で職務の内容及び制度適用についての本人の同意を得る。
導入する事業場の委員会で、対象業務・対象労働者をはじめとした上記の各事項等を決議

４．制度導入手続

時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の規定を適用除外とする。

５．法的効果

◆高度プロフェッショナル制度
自立的で創造的な働き方を希望する人のために、本人の希望に応じた自由な働き方の選択
肢を用意
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被改正法律・項目 内容 大企業 中小企業

雇用対策法
働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改
革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」を定めること
とする。

平成３０年７月６日

労
働
基
準
法

労働時間の上限
（第36条等）

時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時
的な特別な事情がある場合にも上限を設定。（罰則付）

平成３１年４月１日

平成３２年４月１日

高度プロフェッショナル
制度の創設
（第41条の２）

職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的
知識等を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置や
本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜
の割増賃金等の規定を適用除外とする。

平成３１年４月１日年５日の年次有給休暇
の取得義務
（第39条第７項）

使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年
５日について毎年時季を指定して与えなければならないこととする。

フレックスタイム制見直
し（第32条の３） フレックスタイム制の清算期間の上限を１ヶ月から３ヶ月に延長。

中小企業における割増
賃金率の猶予措置廃止
（第138条）

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）につい
て、中小企業への猶予措置を廃止。

― 平成３５年４月１日

労働時間等設定改善法
勤務間インターバル制度の普及促進、事業主への取引上配慮すべ
き事項に関する責務の規定など。

平成３１年４月１日

労働安全衛生法、じん肺法
産業医・産業保健機能の強化、高プロ対象者を除くすべての労働
者を対象とした労働時間の状況の把握の義務化など。

パートタイム労働法・労働契
約法

短時間・有期雇用労働者について、①不合理な待遇差を解消する
ための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関する説明の義務
化、③裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備など。

平成３２年４月１日 平成３３年４月１日

労働者派遣法
派遣労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の
整備、②待遇差の内容・理由等に関する説明の義務化、③裁判外
紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備など。

平成３２年４月１日

各改正事項の施行・適用時期
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平成３０年
（2018年）

平成３１年

（2019年）
平成３２年
（2020年）

平成３３年
（2021年）

平成３４年
（2022年）

平成３５年
（2023年）

平成３６年
（2024年）

４月 ４月 ４月 ４月 ４月７月６日
（公布日）

大
企
業

中
小
企
業

４月

労働基準法
・割増賃金率見直しの
猶予措置の廃止

パートタイム労働法

労働契約法

労働者派遣法

労働者派遣法

労働時間関係 同一労働同一賃金関係

パートタイム労働法

労働契約法

労働基準法
・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
・高度プロフェッショナ
ル制度
・年休取得義務
・フレックスタイム

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
・高度プロフェッショナ
ル制度
・年休取得義務
・フレックスタイム
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このようにお悩みではないですか？
個別訪問によるご相談にも対応していますので、まずは
お気軽に、お近くの労働基準監督署にお問合せ下さい。

｢働き方改革｣ への取り組みを支えるため

を設置します。

中小企業事業主のみなさまへ

有給休暇をうまく使いたいのは
やまやまなんだけど･･･

残業時間を減らしたいとは思うけど、
どうすればいいんだろう？

うちの会社の
労働時間制度は
このままで
いいのかな･･･？

◆ 窓口相談、電話相談どちらでも受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。

受付時間：８時３０分～１７時１５分（土･日･祝祭日を除く）

専門の「労働時間相談･支援班」が、以下のようなご相談について、
お悩みに沿った解決策をご提案します。

時間外労働の上限設定などに取り組む際に利用可能な助成金

時間外･休日労働協定（36協定）を含む労働時間制度全般

変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入

長時間労働の削減に向けた取組み

岡山労働局・各労働基準監督署

この他にも「働き方改革」に関する様々な支援を実施しています。裏面をご参照下さい。

岡山労働基準監督署：086-225-0591 倉敷労働基準監督署：086-422-8177
津山労働基準監督署：0868-22-7157 笠岡労働基準監督署：0865-62-4196
和気労働基準監督署：0869-93-1358 新見労働基準監督署：0867-72-1136
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「非正規雇用労働者の処遇改善」、「弾力的な労働時間制度の構築」、
「生産性向上による賃金引上げ」など、人材の定着確保・育成に効果的な
労務管理に関する総合的な支援を行います。
◆社会保険労務士などの労務管理・企業経営の専門家が、個別相談援助や
電話相談により、技術的な支援を提供します。

◆セミナー、出張相談会も随時開催します。

岡山県働き方改革推進支援センターのご案内（連絡先：086-201-0780）

◆Web上で設問に答えると、自社の労務管理・安全衛生管理の診断が
できるほか、労働基準法の基本的な仕組みなどの情報を掲載しています。
（ＵＲＬ）http://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/

ポータルサイト「スタートアップ労働条件」 スマートフォン
タブレットでも

◆労働基準関係法令の紹介・解説や、事案に応じた相談先の紹介
など、労働条件に関する悩みの解消に役立ちます。
（ＵＲＬ）http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/

スマートフォン
タブレットでも

労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう 労働条件」

スマートフォン
タブレットでも

「働き方・休み方改善ポータルサイト」

（Ｈ30.５）

時間外労働等改善助成金のご案内（平成30年４月～ ）

◆時間外労働の上限設定などに取り組む皆様を、４つのコースで強力サポート！
勤務間インターバル導入コース

職場意識改善コース テレワークコース

時間外労働上限設定コース

年次有給休暇の取得促進や所定外労働の削減への
取組み、所定労働時間を短縮して週40時間以下と
する取組みを支援します。

時間外労働の上限規制に対応するため、限度基準
を超える時間数で36協定（特別条項）を締結して
いる事業場が、一定の時間以下に上限設定を引き
下げることを支援します。

在宅またはサテライトオフィスにおいて就業する
テレワークを新規導入、または拡充して活用する
取組みを支援します。

休息時間が９時間以上となる「勤務間インターバ
ル(※)」を新規導入、対象労働者の範囲の拡大、休
息時間を延長する取組みを支援します。
※勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を
設けるもの

お問合せは都道府県労働局
まで お問合せは都道府県労働局ま

で

お問合せは都道府県労働局ま
で

お問合せはテレワーク相談センターま
で

◆長時間労働の削減などにも効果的な人手不足・人材育成などに関する助成金もご活用いただけます。
詳しくは以下のＵＲＬのほか、都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせ下さい。
（ＵＲＬ）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/

人手不足・人材育成などに関する助成金

◆Ｗeb上で設問に答えると、自社の働き方・休み方の改善に向けたヒント
が
得られるほか、働き方・休み方改善に取り組む企業の事例などを掲載し

て
います。
（ＵＲＬ）http://work-holiday.mhlw.go.jp/ １１


